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本物のフランチャイズ・ビジネスの、普及・啓蒙活動を通して社会に貢献する事を理
念とする、日本フランチャイズ総合研究所が発信するフランチャイズ・ニュースです。

最新のフランチャイズ業界情報から、記事の裏側まで、業界に精通したコンサルタン
ト達が、皆様のお役に立つため、ちょっと役立つ情報をご提供いたします。
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● Chapter 01 ●□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

≪ 業 界 ニ ュ ー ス ≫

今回はＪＦＡ（日本フランチャイズチェーン協会）が発行する雑誌「フランチャイズ
エイジ」の記事から、フランチャイズ・ビジネス界のこの 5 年間の動向についてご紹介
させていただきます。

フランチャイズ業界のこの 5 年間（2002 年～2006 年）の連続的な動きとして見とめら
れる事項が挙げられていました。

----------------------------------------------------------------------------
Ａ：新業態・新タイプ店の開発および新立地への店舗展開
----------------------------------------------------------------------------

消費者の価値観やニーズが多様化する中で、それに対応するべく本部も新たなサー
ビスを展開してきたが、更に直接的に流れを変える要因も出現した。飲酒運転への罰
則の強化。少子高齢化から中高年層をターゲットとする新業態の出現。駅中、大学、
病院、高速道路ＳＡなどの新立地への出店などである。
また、ＣＶＳは店内加工システム・カフェを併設する新タイプ店舗の出店も盛んにな
っている。介護関係ビジネスは急成長を遂げているが、ビジネスモデルはまだ流動的



なものがあり、次々に新業態が出てきている。フィットネス関連も小型店舗で装備限
定、女性専用、分単位の料金設定など、新しいビジネスモデルが出現してきた。

----------------------------------------------------------------------------
Ｂ：海外市場での事業展開
----------------------------------------------------------------------------

アジア諸国の経済発展が進むにつれ、日系フランチャイズ企業の海外進出は年を追
うごとに盛んになった。特に、中国での経済発展と 05 年 12 月フランチャイズ・ビジネ
スの解禁が行われてからは急速に海外展開が広まった。
特徴的なことは、小売業、外食業、サービス業の別なく、色々な業種業態が海外市場
で事業展開を行っている。
ＪＦＡの会員を対象にした調査では、02 年の 7 月末現在で 28 社が 10 ヶ国に 5058 店を展開
していたが、5 年後の 06 年 7 月末現在では、38 社が 10 ヶ国に 10,596 店舗を展開するまで
に進展している。

----------------------------------------------------------------------------
Ｃ：Ｍ＆Ａ、資本・業務提携の活発化
----------------------------------------------------------------------------

業種業態を問わず、この 5 年間は企業買収や企業合併が相次ぎ、またフランチャイズ
・ビジネスについて長い経験を持つチェーンが、新興企業に買収されるという例も珍
しくなくなっている。

また、Ｍ＆Ａという所までいかなくても、企業同士が力を出し合って、何か新しい
事業を起こそうという場面で資本・業務提携が締結されるのが大部分である。

----------------------------------------------------------------------------
Ｄ：環境対策
----------------------------------------------------------------------------

業種業態を問わず、この 5 年間環境対策（各種節電機器の導入、コージェネレーショ
ン導入、店舗資材のリユース、生ゴミ処理、環境教育、グリーン購入他）に絶えず努
力してきた。

----------------------------------------------------------------------------
Ｅ：電子マネーの導入
----------------------------------------------------------------------------

電子マネーは 2002 年頃からＣＶＳで試験的に導入されてきたが、2006 年からは全店
導入される所が出てきた。また、ここ 2、3 年は外食やＣＶＳ以外の小売業にまで広が
りを見せている。

● Chapter 02 ●□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

≪ フ ラ ン チ ャ イ ズ ・ ビ ジ ネ ス の 歴 史 ≫

----------------------------------------------------------------------------
【 フ ラ ン チ ャ イ ズ 発 展 史 】



----------------------------------------------------------- 第 ２ 回 -----

「フランチャイズ・ビジネス」には、ビジネスの性質からいろいろなタイプがあり
ますので、それについて説明しましょう。

１：フランチャイズ・ビジネスの誕生

［２］フランチャイズ・ビジネスのタイプ -1-

（１）商品商標提供型フランチャイジング

-1- 伝統的なフランチャイジング

現在一般に知られている「フランチャイズ・ビジネス」に先立ちまして、適用され
た形態は、自社の商品を販売するシステムでした。このシステムは、「伝統的なフラ
ンチャイジング（traditional franchising）」と呼ばれています「商品・商標型フ
ランチャイジング（product and trade name franchising）」です。

この「伝統的なフランチャイジング」の内容としましては、自動車及びトラックの
ディラー、ガソリン・ステーション、清涼飲料水のボトラーです。まさしく、「伝統
的なフランチャイジング」の名にふさわしく、1898 年に「ゼネラル・モーターズ
（GM）」、1900 年に「コカコーラ」というように、これらのビジネスから続々と
「フランチャイズ・ビジネス」が誕生しています。

-2- 自動車業界

当時、自動車メーカーは、最終のお客様に直接販売を行っていましたが、GM はフリ
ーのセールスマンに同社の自動車販売権を与えることで、フランチャイズ方式のディ
ラー制度を確立しました。この結果、GM は、販売コストや販売の手間を省くことによ
って、メーカーの領域に専念することができたし、「フランチャイズ・ビジネス」に
よって、自社のブンド・ロイヤリティを確立しました。

GM が「フランチャイズ・ビジネス」を導入した直接の動機は、自社の出先にいるマ
ネジャーの販売意欲があがらないのを見て、フランチャイジーになれば、売上増進を
期待できると見抜いていました。さらに、フランチャイジーが土地、建物、設備及び
在庫品に対する投資を行うことによって、GM は巨額の投資を生産機能に振り向けるこ
とが可能となり、新車の開発を積極的に行いました。

この GM の成功は、各メーカーの注目することになり、1920 年頃には、自動車産業全
体に普及していき、全米自動車売上の 95％に達するほどになりました。このことは、
自動車の販売を増大させ、経済的な発展にも大きく貢献しました。また、自動車が普
及することによって、各地にガソリンの需要が高まり、これに呼応するように、石油
精製会社は、1920 年から 1930 年にかけて、「フランチャイズ・システム」を採用しま
した。

-3- ボトリング業界

アメリカでは、「コカコーラ」と「ペプシコーラ」の「フランチャイズ・ディスト



リビューション・システム」が、初期のフランチャイズ時代を築きあげるきっかけに
なっています。1899 年、チャタヌーガーとテネシーの実業家２名が、「コカコーラ」
のボトリング販売の権利を手に入れました。

このライセンス契約では、「コカコーラ」がボトラーに自社製の原液を販売し、統
一された商標を提供し、広告宣伝を行いました。この結果、「コカコーラ」の人気が
高まり、「ペプシ」「ドクター・ペッパー」「ロイヤル・クラウン」なども、「フラ
ンチャイズ・システム」を導入して成功を収めました。

-4- 業界の動向

「商品商標提供型フランチャイジング」は、メーカーのチャネル戦略として「フラ
ンチャイズ・システム」の普及には役立ちましたが、第２次世界大戦後は成長が鈍化
しました。この大きな理由は、競争の激化とメーカーが主宰する「フランチャイズ・
ビジネス」といいますのは、いくら卓越したマーケティング戦略を駆使しても、企業
の考え方はメーカー中心に陥るので、お客様の「ニーズ」を見抜くことはできないば
かりか、「ウォンツ」までは、探ることができなかったのです。

to be continued

● Chapter 03 ●□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

≪ フ ラ ン チ ャ イ ズ 関 連 知 識 ≫

----------------------------------------------------------------------------
「 商 標 」

----------------------------------------------------------------------------

自社のビジネスが世界に広がる時、ビジネスの顔として活躍してくれるのが商標です。
お店や会社は、その名前やトレードマーク１つでイメージが変わるかもしれません。
自慢の名前を付けてみたくはないですか？つまり、ビジネスでの自信を「ブランド」
という形にすること。これが商標です。そしてその商標は、登録すれば永久に世界の
誰もまねのできない独自のものになります。一度取得した商標は、法律の力で守られ
ます。

----------------------------------------------------------------------------
「商標｣の定義
商標（しょうひょう）とは、商品や役務（サービス）の出所を需要者に伝達するため
の標識をいう。商標は、商品や商品の包装に付したり、役務の提供に際して使用され
る設備や道具に付したりすることによって使用される。需要者は、商標を目にするこ
とによって、希望する商品や役務を選択することができる。
商標を使用しながら、一定の質を有する商品や役務の提供を継続すると、その商標に
は業務上の信用（ブランド）が化体し、財産的価値が備わるようになる。この財産的
価値は、商標権として、特許権や意匠権にならぶ産業財産権の一つと位置づけられ、
条約や法律による保護対象となっている。商標法に基づいて登録された商標を登録商
標という。

「商標｣の種類



商標は、商品を表示するものと役務（サービス）を表示するものに分けられる。この
うち、商品を表示する商標を「商品商標」と呼び、役務（サービス）を表示する商標
を「役務商標」、「サービスマーク」(service mark, SM)と呼ぶ。また、狭義では、
商品商標のことを「商標」、「トレードマーク」(trademark, TM)と呼ぶことがある。
商標には、文字や記号、図形といった平面的なもののほか、商品や商品の包装、店舗
に設置した立体的な看板など、立体的形状からなるもの（立体商標）がある。また、
視覚によって認識される商標以外、例えば、テーマソングなどの特徴的な音響、匂い、
味、手触りも商標として機能しうる。このような商標は、日本では商標法の保護対象
外であるが、米国等のように音響商標や匂い商標を登録可能な国も多い。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』
----------------------------------------------------------------------------

「商標登録｣
商標登録をするメリットは、その商標を独占できることです。つまり、他の人がその
商標と同一または似ている商標を使用することを中止させることができます。また、
他の人が所有する商標権を侵害してしまうという事態を防ぎ、安心してその商標を使
用することができます。

サービスマークや店舗名だけでなく、インターネットのサイト名についても商標登録
できます。サイトで提供する商品・役務（サービス）を指定して商標登録します。ま
た、キャラクターもそのキャラクターの絵や名前を商品・役務（サービス）の提供元
を示す目印として使用する場合に商標登録が有効です。

商標登録の「可・否」を決めるのは特許庁です。登録は、登録出願をした商標と類似
する登録商標がある場合や登録出願をした商標が商品・サービスの当たり前の言葉の
場合は、認められません。ただし、「どうして申請した商標に登録を認めることがで
きないのか」の理由はきちんと特許庁が説明をしてくれます。その理由を解決すれば、
（この理由を解決する専門家は弁理士です。）申請した商標が独自の商標としてデビ
ューできます。

「R」マーク、「TM」マーク
「R」マークは、一般的に「Registered Trademark」（登録商標）の略であり、その
表示が登録商標であることを示すものとして使用されています。
「R」マークを付すかどうかは任意ですが、商標法の規定に「登録商標以外の商標を
使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付す
る行為をしてはならない」とあり、この行為をすると罰則の対象になります。そして、
「R」マークは商標登録表示に該当する可能性がありますので、登録されていない商標
（出願審査中の商標を含む）に「R」マークを付すことは避けた方が良いと言えます。
「TM」マークは、一般的に「Trademark」（商標）の略であり、その表示を商標として
認識していることを示すものとして使用されています。「TM」を付すかどうかは任意
であって、商標出願・登録していることとは無関係と言えます。

● Chapter 04 ●□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

≪ セ ミ ナ ー 案 内 ≫

弊研究所所長内川昭比古が講演する各セミナーをご案内致します。弊研究所所長
の内川昭比古は経済産業省が国家として公認している唯一のフランチャイズ業界の



総本山である社団法人日本フランチャイズ・チェーン協会の会員サービス部長を
兼務致しております。

----------------------------------------------------------------------------

「フランチャイズ加盟無料セミナー」

日 時 9 月 24 日 月曜日(祭日) 14 時 ～ 16 時

講 師 株式会社 日本フランチャイズ総合研究所
代表取締役所長 内川 昭比古

会 場 日本フランチャイズ総合研究所 5Ｆ会議室

セミナー内容 フランチャイズに加盟し独立・開業を検討されている皆様に、
フランチャイズ・ビジネスの基礎知識、加盟のポイント、本部との
上手な付き合い方を紹介。また、弊社のフランチャイズ加盟サポート
システムをご紹介いたします。

参 加 費 無 料

お問合せ先 日本フランチャイズ総合研究所
http://www.the-franchise.co.jp

----------------------------------------------------------------------------

「フランチャイズ本部構築セミナー」

日 時 9 月 29 日 土曜日 10 時 ～ 18 時 30 分

講 師 株式会社 日本フランチャイズ総合研究所
代表取締役所長 内川 昭比古

会 場 日本フランチャイズ総合研究所 5Ｆ会議室

セミナー内容 フランチャイズ本部構築を目指す方に、１日間の集中講義でフラン
チャイズ本部構築の手順、ポイントを講義するとともに、演習により
フランチャイズ本部構築の課題を明確にします。

参 加 費 15,000 円

お問合わせ先 日本フランチャイズ総合研究所
http://www.the-franchise.co.jp

● Chapter 05 ●□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

≪ 編 集 後 記 ≫

９月に入り、ぐっと秋の香りが強くなってまいりました。学校も始まり、日常が戻っ



てまいります。ビジネス上も、休暇やレジャー、旅行などの話題が多かった８月に比
べ、新製品や新業態など新たな動きが活発となる９月です。いかに早く頭と体をビジ
ネス対応へ切り替えられるかがポイントです。休みの後だけに、ついつい後ろ向きに
なりがちですが、プラス思考を意識して前向きに考えてみてください。少しですが、
つらさが和らぎますし、体もついてきます。９月がよい月になるよう頑張りましょう。

まだまだ暑い日は続きます。くれぐれもご自愛の程。

※ このメールは以下の皆様に配信させて頂いております。

・ 弊社コンサルタントが名刺交換をさせて頂いた方。
・ 日本フランチャイズ総合研究所にお問い合わせをいただいた方

※ ご意見、ご要望、ご質問は下記アドレスまでご連絡ください。
尚、配信停止をご希望される場合も、下記までご連絡ください。

Mail to: franchise-news@the-franchise.co.jp
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